
特定非営利活動法人 開発教育協会

1.目 的

この規定は、特定非営利活動法人開発教育協会 (以下、本会という)の定軟第 20条第 1項・第 2項に

基づいて、本会の役員報酬に関する事項を定めたものである。

役員の総数の3分の 1以下の範囲内で報酬を支払うことができる。

(1)報酬の額は月額とし、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

(2)役員に就任した月から、報酬を支払うことができる。

2.

3

役員には、その業務を執行するために要した費用を弁償することができる。

4.報酬の支払い日

役員の報酬の支払い日は、就集規則に準することとする。

5.報酬の支払い

法令または規程に基づき、役員の報酬から控除すべきものがある場合には、その役員に支払うべき報酬

の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

附則

本規程は、2∞3年 6月 14日から施行する。

2003年 6月 14日承認
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特定非営利活動法人開発教育協会 (DEAR)

給 与 規―程_

(目 的)

第1条 本規程は、特定非営利活動法人開発教育協会 (以下、協会という)就業規則 (以下、本則とい

う)の規定に基づき、職員の給与に関して必要な事項を定める。

2.本規程は、本則で定める正職員に適用する。

3.本則で定める嘱託職員の給与に関する規定は、別途「嘱託職員給与規程」に定める。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、基本給および諸手当とする。

2。 手当の種類は、次の通りとする。

① 通勤手当

② 期末手当

③ 職務手当

④ 割増手当

(基本給)

第3条 基本給は、所定労働時間における勤務に対する報酬として支給する。したがつて、職員が勤務

しないときは、別段の定めによる場合の他は給与を支払わない。

2.基本給は、原則として年齢給とする。ただし、初任給については、本人の技能、経験、職歴等を

年齢に加算して支給額を決定する場合がある。

(通勤手当)

第4条 通勤手当は、通勤に要する実費のうち、月額3万円を限度に支給する。

2.通勤定期の月額は、運賃や料金、時間や距離などの事情に照らして、最も合理的かつ経済的

と認められる経路および方法で算出する。

3.通勤距離が直線距離で1キロメートル以内の場合は、通勤手当を支給しない。

(期末手当)

第5条 期末手当は、協会の当該年度の業績や財政状況に応じて支給する場合がある。

2.期末手当を支給する場合は、原則として毎年度末の3月 の給与支給日に支給する。

3.支給に際しては、支給 日当日に協会に在籍し、かつ通常に勤務していることを条件とする。

4。 期末手当は、当該年度における職員の勤務状況や業務実績を考慮して支給額を決定する。た

だし、協会の財政状況その他のやむを得ない事情によつて、支給額を縮小することがある。

5。 支給額には勤続年数に応じて、次のような上限を設ける。

勤続年数       支給額の上限

1年以上5年未満    月額基本給の 1.0か月分
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5年以上 10年未満

10年以上

月額基本給の 1.5か月分

月額基本給の 2.0か月分

(職務手当)

第6条 職務手当は、次の区分かつそれぞれの就任期間に応じて支給する。

① 事務局長  月額50,000円

② 事務局次長 月額30,000円

③ 主任月額15,000円

2.前項の他に、特別な事業や業務を管理運営する担当責任者には、月額 15,000円を上限とす

る職務手当を支給する場合がある。

(割増手当)

第7条 割増手当の種類は、次のとおりとする。

① 時間外勤務手当

② 休日勤務手当

③ 深夜勤務手当

2.時 間外手当は、法定勤務時間である週40時間を超えた場合には法定時間外勤務手当を支

給する。ただし、所定勤務時間である週40時間を超えた場合には、所定時間外勤務手当とし

て通常賃金分を支給する。

3.休 日勤務手当は、所定休日に勤務した場合に支給する。

4.深夜勤務手当は、深夜に勤務した場合に支給する。

5。 前項までの割増手当は、次に掲げる算式によつて計算して支給する。ただし、事務局長の許可

なく所定勤務時間を超え、もしくは所定休 日または深夜に勤務した部分については無給とす

る。

① 時間外勤務手当  1時間あたりの賃金額×1.25× 法定時間外勤務時間数

② 休日勤務手当   1時 間あたりの賃金額×1。 35× 休日勤務時間数

③ 深夜勤務手当   1時 間あたりの賃金額×0。 25× 深夜勤務時間数 (上乗せ)

(給与計算・支払日)

第8条 給与は、毎月末日に締め切り、翌月10日 に支払う。ただし、支払日が所定休日にあたるときは、

その前日に支払う。

2.欠勤、遅刻、早退および私用外出の時間については、事前または事後に事務局長に申し出て、

やむを得ないと認められた場合を除き、基本給の1時間あたりの賃金額にこれらの合計時間数

を乗じた額を差し引くものとする。ただし、合計時間数のうち30分未満の端数は切り捨てるもの

とする。

3.本則に定める年次休暇およびその他の体暇の取得時の給与は、所定勤務時間を勤務した場

合に支払われる通常の賃金を支給する。

4.本則に定める休業により勤務しなかった日および時間については、給与を支給しない。

5。 給与計算期間の中途で採用され、または退職した場合には、基本給は日割りにより計算し、前

項に定める支払日に支払う。
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6。 前項の者の通勤手当および職務手当について、実績に応じて支給する。期末手当については、

在籍期間およびその間の勤務状況などに応じて支給することができる。

(支払い方法)

第9条 給与は、通貨で、職員に対して直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、給与から控

除する。

① 源泉所得税

② 住民税(都道府県民税および区市町村民税)

③ 雇用保険保険料の被保険者負担分

④ 社会保険(健康保険・介護保険および厚生年金保険)保険料の被保険者負担分

⑤ 職員の過半数を代表する者との協定により控除対象としたもの

2.給与は、職員の承諾を得て、日座振込により支払うことができる。

(給与の改定)

第10条 給与のうち基本給は、原則として毎年4月 に同月1日 時点の満年齢を基準として、別表の基本

給表を参照して改定する。

2。 その改定額については、職員の勤務状況および業務実績を考慮して、各人ごとに決定する場

合があるほか、協会の財政状況その他やむを得ない事情により、昇給を見送る場合がある。

3。 前項のほか、特別の必要のあるときは、臨時に給与の改定を行うことがある。

(その他)

第11条 本規程で処理できない場合には、その都度協議にて処理する。

1.本規程の各条項の改廃は、職員の過半数を代表する者の意見を聴取した上で行う。

2。 この規程に定めないものに関しては、当該職員またはそれに代わる者の申請を常任役員会で

検討して、代表理事が判断するものとする。

2010年 6月  1日

2012`年、4月  1日

2017`午 4月  1日

附 則

行

定

定

施

改

改
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特定非営利活動法人 開発教育協会 (DEAR)

(目 的)

第1条 本規程は、特定非営利活動法人開発教育協会 (以下、協会という)嘱託職員就業規則 (以下、

理型という)の規定に基づき、嘱託職員 (以下、職員という)の給与に関して必要な事項を定め

るものである。

2。 本規定は、理型に定める嘱託職員に適用する。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、基本給と手当とする。

2。 手当の種類は、次の通りとする。

① 通勤手当

② 期末手当

③ 職務手当

④ 割増手当

(基本給)

第3条 基本給は、職能給を基本とし、本人の技能、経験、職歴等を総合的に勘案する他、当該職員

の1週間または1年間あたりの勤務日数に応じて、別表の基本給表を参照して決定する。

2.職員の職能の基準は、概ね次のとおりとする。

1級 :担当する事業や業務に関する補佐的または定型的な事務処理能力

2級 :担当する事業や業務に関する基本的な実務遂行能力

3級 :担当する事業や業務に関する応用的な実務遂行能力

4級 :協会の組織や事業全般に関する基本的な管理運営能力

5級 :協会の組織や事業全般に関する応用的な管理運営能力

6級 :協会の組織や事業全般に関する専門的な管理運営能力

(通勤手当)

第4条 通勤手当は、通勤に要する実費のうち、月額3万円を限度に支給する。

3.通 勤定期の月額は、運賃や料金、時間や距離などの事情に照らして、最も合理的かつ経済的

と認められる経路および方法で算出する。

4.通 勤距離が直線距離で1キロメートル以内の場合は、通勤手当を支給しない。

(期末手当)

第5条 期末手当は、協会の当該年度の業績や財政状況に応じて支給する場合がある。

2.期 末手当を支給する場合は、1年以上継続して雇用され、またはそれが見込まれる職員に対

して、原則として、毎年度末の3月 の給与支給 日に支給する。
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3.支 給に際しては、支給日当日に協会に在籍し、かつ通常に勤務していることを条件とする。

4.支 給額には勤続年数ならびに1週間または1年間あたりの勤務日数に応じて、次のような上限

を設ける。

1週間の勤務日数 5日 4日 3日 2日 1日

1年間の勤務日数 217日 以上 169日 ～

216日

121日 ～

168日

73日 ～

120日

48日 ～

72日

勤
続
年
数

支給額の上限 (月 額基本給に対する掛け率)

1年以上

5年未満
1.0 0。8 0.6 0。4 0.2

5年以上 1.5 1.2 0。9 0.6 0.3

5。 また、当該年度における職員の勤務状況や業務実績を考慮して支給額を決定する。

(職務手当)

第6条 職務手当は、次の区分かつそれぞれの就任期間に応じて支給する。

① 事務局長  月額50,000円

② 事務局次長 月額30,000円

③ 主任    月額15,000円

2.前項の他に、特別な事業や業務を管理運営する担当責任者には、月額 15,000円を上限とす

る職務手当を支給する場合がある。

(割増手当)

第7条 割増手当の種類は、次のとおりとする。

① 時間外勤務手当

② 休日勤務手当

③ 深夜勤務手当

2.時間外手当は、法定勤務時間である週40時間を超えた場合には法定時間外勤務手当を支

給する。ただし、雇用契約に定める所定勤務時間を超えた場合には、所定時間外勤務手当と

して通常賃金分を支給する。

3.休日勤務手当は、所定休日に勤務した場合に支給する。

4.深夜勤務手当は、深夜に勤務した場合に支給する。

5.前項までの割増手当は、次に掲げる算式によつて計算して支給する。ただし、事務局長の許

可なく所定勤務時間を超え、もしくは所定休日または深夜に勤務した部分については無給と

する。

① 時間外勤務手当 1時間あたりの賃金額×1.25× 法定時間外勤務時間数

② 休日勤務手当 1時間あたりの賃金額×1.35× 休日勤務時間数

③ 深夜勤務手当 1時間あたりの賃金額×1.25× 深夜勤務時間数

(給与計算・支払日)

第8条 給与は、毎月末日に締め切り、翌月5日 に支払う。ただし、支払 日が所定休 日にあたるときは、

その前日に支払う。
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2.欠 勤、遅刻、早退および私用外出の時間については、事前または事後に事務局長に申し出て、

やむを得ないと認められた場合を除き、基本給の1時間あたりの賃金額にこれらの合計時間数

を乗じた額を差し引くものとする。ただし、合計時間数のうち30分未満の端数は切り捨てるもの

とする。

3。 年次休暇およびその他の休暇の取得時の給与は、所定勤務時間を勤務した場合に支払われ

る通常の賃金を支給する。

4.休 業により勤務しなかった日および時間については、給与を支給しない。

5。 給与計算期間の中途で採用され、または退職した場合には、基本給は日割りにより計算し、前

項に定める支払日に支払う。

6。 前項の者の通勤手当については、実績に応じて支給する。

(支払い方法)

第9条 給与は、通貨で、職員に対して直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、給与から

控除する。

① 源泉所得税

② 住民税 (都道府県民税および区市町村民税)

③ 雇用保険および労災保険保険料の被保険者負担分

④ 社会保険(健康保険、雇用保険および厚生年金保険)保険料の被保険者負担分

⑤ 職員の過半数を代表する者との協定により控除対象としたもの

2.給与の支払いは、月給制とする。ただし、臨時に雇用する職員に関しては、時給制とする場合

がある。

3.給与は、職員承諾を得て、日座振込の方法により支払うことができる。

(給与の改定)

第10条 給与のうち基本給は、原則として改定を行わない。ただし、職能、勤怠評価、勤続年数などを

基準として、別表の基本給表を参照して改定する場合がある。

2。 前項のほか、特別の必要のあるときは、臨時に給与の改定を行うことがある。

(そ の他)

第11条 本規程で処理できない場合には、その都度協議にて処理する。

附 則

1本規定の各条項の改廃は、職員の過半数を代表する者の意見を聴取した上で行う。

2この規程に定めないものに関しては、当該職員またはそれに代わる者の申請を常任役員会で検討

して、代表理事が判断するものとする。

施行 :2010年 6月 1日

改定 :2012年 4月 1日

改定 :2017年4月 1日
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<別表>嘱託職員基本給表 (月 払)

区  分 2級 3級 4級 5級 6級

0号

週 5日 146,000

週 4日 116,800

週3日 87,600

週2日 58,400

週 1日 29,200

1号

週5日 148,000 185,000 205,000 230,000 240,000

週 4日 118,400 128,000 148,000 164,000 184,000 192,000

週 3日 88,800 96,000 111,000 123,000 138,000 144,000

週 2日 59,200 64,000 74,000 82,000 92,000 96,000

週 1日 29,600 32,000 37,000 41,000 46,000 48,000

2号

週 5日 150,000 165,000 190,000 210,000 232,000 242,000

週 4日 120,000 132,000 152,000 185,600 193,600

週3日 90,000 99,000 116,000 139,200 145,200

週 2日 60,000 66,000 76,000 84,000 92,800 96,800

週 1日 30,000 33,000 38,000 42,000

2

46,400 48,400

3号

週 5日 152,000 170,000 195,000 234,000 244,000

週 4日 121,600 136,000 156,000 172,000 187,200 195,200

週3日 91,200 102,000 117,000 129,000 140,400 146,400

週 2日 60,800 68,000 78,000 86,000 93,600

週 1日 30,400 34,000 39,000 43,000 46,800 48,800

4号

週 5日 154,000 175,000 200,000 220,000 236,000 246,000

週 4日 123,200 140,000 160,000 176,000 188,800 196,800

週3日 92,400 105,000 120,000 132,000 141,600 147,600

週2日 61,600 70,000 80,000 88,000 94,400 98,400

週 1日 30,800 35,000 40,000 44,000 47,200 49,200

5号

週5日 156,000 180,000 238,000 248,000

週 4日 124,800 144,000 190,400 198,400

週3日 93,600 108,000 142,800 1

週2日 62,400 72,000 95,200

週 1日 31,200 36,000 47,600 49,600

6号

週5日 158,000 250,000

週 4日

週3日

126,400 200,000

94,800 150,000

週 2日 63,200 100,000

週 1日 31,600 50,000

備考 :

①l年間あたりの勤務日数が、①「217日 以上」、②「169日 から216日 」、③「121日 から168日 」、

④「73日から120日」、⑤「48日 から72日 」の場合は、それぞれ①「週5日 」、②「週4日 」、③

「週3日 」、④「週2日 」、⑤「週1日 」と読み替えるものとする。

② 上記の「級数」は、第3条第3項の「職能」を、「号数」は1回あたりの昇降給の基準をそれぞれ表

す。
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特定非営利活動法人開発教育協会 (DEAR)

|

レ

第 1章 総  員」

(目 的)

第1条 本規程は、特定非営利活動法人開発教育協会 (以下、協会という)就業規則 (以下、本則という)

44条に基づき、テレワークに関して必要な事項を定める。

2.本規程は、協会職員としての生活と、家庭人・個人としての生活のゆとりある両立を目指し、一

層の勤労意欲向上に資するため、また、自然災害等に対応し、在宅等で業務を遂行するに必

要な、職員の労働条件その他の就業に関する事項を定める。

3.本規則に定めのない事項については、労働法令その他の関係法令に従うものとする。

(定義)

第2条

2.

(業務の範囲)

第3条 テレワークに力功 るヽ業務の範囲は、次のとおりとし、事務局長の承認による。

1 情報通信機器を用いる事務作業

2事 務局長が必要と認める業務

(適用)

第4条

(情報通信機器 )

第5条 情報通信機器 (パソコン等)は、職員所有のパソコン等を使用するものとし、当該通信機器がな

い場合には別途協議のうえ判断する。

第2章 通常期のテ レワー ク (開始・ 終了 )

(開始手続)

第6条 テレワークを希望する職員は、所定の「テレワーク勤務申請書」を事務局長に提出し、その承認

を得てから実施するものとする。

2.事務局長は、業務上その他の事由により、テレワークの承認を取り消すことができる。

(期間)

第7条 テレワークの実施 日・期間は、以下のいずれかとし、申請に基づき事務局長が指定する。

1 週あたり4日 の範囲で実施 .¨承認期間1か月以内

2その他、事務局長が承認した日または期間

この規程において「テレワーク」とは、勤務時間の全艶菫菫墜二起について、自宅等において情

報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。

テレワークにおける就業時刻等の勤務条件は、本規程およびテレフーク申請承認に明記のない

限り、通常の勤務条件と同様とする。

この制度は、次の条件すべてを満たす職員に適用する。

1テレワーク場所において、情報通信機器 (パソコン等)を適切に利用して業務を行い、か

つ、勤怠を含む各種連絡・文書情報等の送受信ができること

2 情報機器を利用して作業をする際は、協会が指定するセキュリティレベルを満たす対応が

できること

3 事務局長の承認を得た者
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(復帰・取消)

第8条 テレワークする職員が次のいずれかに該当したときは、通常の勤務形態に復帰しなければなら

ない。

1テレワーク勤務承認の期間が満了したとき

2指 定期間満了前に本人の申請があり事務局長が認めたとき

3 事務局長が、テレワーク承認を取消し、または通常勤務へ復帰命令したとき

第3章 非常時のテレワークの開始・終了

自然災害、交通機関停止、感染症予防等の非常時において、事務局長がテレワークすべきと

判断した場合は、テレワーク業務を指示し、実施させることができる。

事務局長は、通勤の可能性および安全性を確認したうえ、業務上その他の事由により、個別の

職員に対し、テレワークの指示取消し、または協会への出勤を求めることができる。

(期間)

第10条 テレワークの実施 日・期間は、非常事態の状況を考慮して、事務局長が定める。

(臨時出勤)

第11条  事務局長は、非常事態下においても、通勤の可能性および安全性を確認したうえ、業務上その

他の事由により、部門別または個別の職員に対し、協会への出勤を求めることができる。

2.職員は、非常事態下においても、通勤の可能性および安全性を確認したうえ、業務上その他の

事由により、事務局長に対して、協会への出勤を求めることができる。

(復帰)

第12条

(開始)

第9条

2.

次のいずれかに該当したときは、通常の勤務形態に復帰しなければならない。

1 非常事態の状況が収束し、通常回復したと事務局長が判断したとき

2指 定期間満了前に本人の申請があり事務局長が認めたとき

3 その他、事務局長が認めたとき

第4章 勤務等

(勤務時間等)

第13条 1日 の勤務時間は、原則と墜壺避糧塁趾二歴鵬 【壺菫豊ヒ型二2錘I菫匡奎塑 ヨ璧二塁塁三愛ζL_

2.休憩時間については、就業規則における休憩時間の定めるところによる。

3。 第 1項によらず、事務局長の指示がある場合は超過時間を勤務することができる。

(就業場所)

第14条 就業場所は、原則として自宅とする。ただし、合理的な理由がある場合は、サテライトオフイスな

ど他の場所での勤務を認めることがある。

(出退勤・報告)s

第15条 テレワークにおける始業・終業時刻は、協会が指定した左:ヒにより、テレワークの都度、届け出

なければならない。

2.テレワークした職員は、所定の「テレワーク勤務報告書」を提出し、自己の業務の進捗状況等を

事務局長に報告しなければならない。

3。 「テレワーク勤務報告書」を作成する時間は、同テレワーク時間内に含めるものとする。

(情報の取扱い)

第16条 協会から業務に必要な資料や機材その他の情報を持ち出す際には、事務局長の承認を得た

上で、厳重に管理しなければならない。

９
“
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第5章 給与・費用負担

(給与)

第17条 テレワーク者の給与については、就業規則における給与の定めるところによる。

(費用の負担)

第18条 テレワークに伴い発生する光熱費、通信費、印刷費等の費用はテレワーク者の負担とする。

2.テレワークした日についての通勤手当は支給しない。ただし、定期券代に関する詳細は、給与

規程の定めによる。

3.事務局長の指示により自宅外での勤務が生じた場合の交通費、その他事務局長が認めた費用

については、協会負担とする。

4。 その他、定めのない費用、想定外の費用については、協議のうえ負担・按分を定める。

(テレワーク手当)

第19条 協会はテレワーク者に対して 1日 あたり100円のテレワーク手当を支給する。

附 則

1。 本規程の各条項の改廃は、職員の過半数を代表する者の意見を聴取した上で常任役員会で検

討し、代表理事が判断する。

2。 この規程に定めない事項に関しては、当該職員またはそれに代わる者の申請を常任役員会で

検討し、代表理事が判断するものとする。

施行 : 2020年 : 5月 26日

Ｒ

）



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 開発教育協会
令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3

月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

(1)収益の源泉別の明細

(2) 入金の明細

収 益 源 泉 の 内 訳 金 額

個人正会員会費 3,154,000円

団体正会員会費 380,000円

個人賛助会員会費 1,816,000円

個人賛助会員会費 (学生) 62,000円

団体賛助会員会費 380,000円

受取寄附金 一般寄付金 473,782円

受取寄附金 指定寄付金 (教材作成のためのクラウドファング) 1,076,500円

受取寄附金 その他の寄附金 (サポーター募金) 338,000円

受取助成金 10,207,296円

事業収益 実践・研究事業

事業収益 研修・講座事業

事業収益 共催・協力事業

事業収益 政策提言事業

事業収益 情報・出版事業

事業収益 講師派遣事業

事業収益 受託事業

419,990円

372,453円

10,000円

85,014円

8,647,628円

2,634,691円

9,887,042円

その他収益 雑収入 56,742円

その他収益 受取利息 235円

△
ロ 計 40,001,373円

金    額入 先借

円な し

円計△
ロ

な し

(3)そ

32条第 1 しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

15,000円
～264,000

円

当会規程による講師派遣等 講師謝礼

条  件  等役 務 の 提 供 の 内 容 料 金

会員 4,500円 、学生・高校生以

下 3,000円

【2日 参加】一般 4,000円 、会員

3,000円、学生・高校生以下 2,000

円

【1日 参加】一般 2,000円 、会員

1,500円、学生・高校生以下 1,000

円

【3日 ～4日 一般 6,000円

1,000円
～6,000円

d‐lab(第 38回開発教育全国研究集会)

参加費

開発教育入門講座 参加費

教材体験フェスタ 参加費

ファシリテーション講座 参加

会員無料、学生 500円、一般

1,000円
0円～1,000円

一般 5,000円 、会員 4,000円 、

学生以下2,000円
2,000円
～5,000円

18,000円
～30,000円

一般 30,000円 、会員 24,000円 、

学生 18,000円      __
会員無料、学生 500円、一般

1,000円
0円～1,000円

会員・学生無料、一般 500円0円～500円

会員・学生無料、一般 500円0円～500円

教材体験ヮークショップ 参加費

ネスは持続可能な社会をめざす人たちの

義の国 ?デンマークから考えるアクテイ

“聖地"か ? 参加費

・ トットトークイベン ト1

と民主主トークイベント2

ビズム」

当会規程による10,000円事業協力料 謝礼

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

図書・出版物の販売 ※別添資料 参照

円

円

円

円

円

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2) けに係る料金及

役務の提供に係る び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 条  件  等料 金

な し 円

円

円

円

円

円



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 ※別添資料

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容

世界と私と未来をつなぐ授業づくリガイ ド開発教育・ESDを教室

もっと話そう!エネルギーと原発のこと～参加型で学び合うための

16の方法

開発教育ハンドブックー参加型学習で世界を感じる

料 金 条  件  等

会員価格 880円

一般価格 1,100円
税込価格、送料別

会員価格 1,650円

一般価格 1,980円
税込価格、送料別

税込価格、送料別

税込価格、送料別

税込価格、送料別

会員価格 1,760円

一般価格2,200円

SDGs学習のつくりかた 開発教育実践ハンドブックⅡ

日本と世界の水事情 「水から広がる学び」 アクティビティ 20

「援助」する前に考えよう 参加型開発と PIAがわかる本

コーヒーカップの向こう側

ワークショップ版世界がもし100人の村だったら

第 6版

パーム油のはなし 地球にやさしいつて何だろう?(2018改訂版)

パーム油のはなし2-知る・考える・やつてみる !熱帯林とわたし

たち

豊かさと開発 ‐De_10pme武 おrthe FutuЮ

SOcia Action Handb∝ )k(ソーシャル・アクションハンドブック)

写真で学ぼう!地球の食卓一学習プラン 10

18歳選挙と市民教育ハンドブック (2017補訂版)

会員価格2,200円

一般価格 2,750円

会員価格2,200円

一般価格 2,750円

会員価格2,200円

一般価格 2,640円
税込価格、送料別

税込価格、送料別

税込価格、送料別

税込価格、送料別

税込価格、送料別

会員価格 1,650円

一般価格 1,320円

会員価格 1,760円

一般価格 2,200円

会員価格 1,760円

一般価格 2,200円

会員価格 1,760円

一般価格 2,200円

会員価格 1,760円

一般価格 2,200円
税込価格、送料別

税込価格、送料別

税込価格、送料別

会員価格 1,650円

一般価格 1,980円

会員価格 2,530円

一般価格 3,080円

会員価格 1,760円

一般価格 2,200円
税込価格、送料別

開発教育基本アクテイビテイ集 1-世界とのつながり

開発教育基本アクテイビテイ集 2-難民

開発教育基本アクティビテイ集 3-気候変動

会員価格 1,100円

一般価格 1,320円
税込価格、送料別

会員価格 1,100円

一般価格 1,320円
税込価格、送料別

会員価格 1,320円

一般価格 1,650円
税込価格、送料別

プラスチックごみ一開発教育アクティビティ集 4
会員価格 1,320円

一般価格 1,650円
税込価格、送料別

地球の食卓フー ドマイレージ どこからくる?

私たちの食べ物

会員価格 880円

一般価格 1,100円
税込価格、送料別



新・貿易ゲーム 改訂版
会員価格 1,650円

一般価格 1,980円
税込価格、送料別

スマホから考える世界・わたし・SDGs
会員価格 1,760円

一般価格2,200円
税込価格、送料別

子どもとできる創造的な対立解決 実践ガイ ド
会員価格 1,760円

一般価格 2,200円
税込価格、送料別



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

等 と |]ロ

譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等
譲 渡

年月日
住所又は所在地

法人との

関  係
取引先の氏名等

37,070円
産)の販売 21冊
図書・雑誌

通年

1,482,455円
の販売約 896冊

図書・雑誌
通年

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生 る取 |の 5者

(2) 用の生ずる取 |の 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ (棚卸資産 )

取引金額

1,500,000円

取 引 内 容 等

6,000,000円 地球環境基金助成金

4,595,000円 NGO等提案型プログラム

2,732,742円 外務省 NGO相談員

2,000,000円 持続化給付金

N ンラインワークシヨッ

住所又は所在地氏名又は名称

住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等氏名又は名称

社会保険料2,684,408円

教材作成デザイン料等2,167,000円

家賃・水道光熱費1,785,888円

運送費・郵便料金等813,467円

740,216円 会報印刷・発送費



取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

ロ 資産の貸付け ( け )

ハ 役務の提供

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

rYF)y)

通年 257,800円

料、コーディネータ

ー謝金 (「助成金<
地球環境基金>謝金

による)

nYF?yi

通年 247,000円

料、コーデイネータ

ー謝金 (助成金<地
球環境基金>謝金支

による

ハ じ/ ック執筆

通年 241,250円

料、コーディネータ

ー謝金、講師派遣報

酬 (助成金<地球環

境基金>謝金支給規

程」、「講師派遣規

程」による)

zr7 N ック

通年 214,000円

料、コーディネータ

ー謝金、受託事業講

師報酬 (助成金<地
球環境基金>謝金支

による

zr7 F ッ ク

通年 184,200円

料、コーディネータ

ー謝金 (助成金<地

球環境基金>謝金支

給規程」による)

通年 130,000円

コーディネーター謝

金、ESD円卓会議参

加謝金 (「講師派遣

規程」による)

講

通年 121,370円
師派遣報酬 (「業務

委託覚書」「講師派

による

コ イ ―ター謝

通年 75,000円
金 (助成金<地球環

境基金>謝金支給規

による)

教材

(「講師派遣規程」

による)

R2.11.17 22,274円



R3.3.10 20,000円
講演謝金 (「講師派

遣規程」による)

R3.1.17 19,400円
受託事業講師報酬

(「講師派遣規程」

による)

R2.12.11 11,137円
機関誌編集謝金

(「講師派遣規程」

による)

講師派遣報酬 ( 講

R2.12.15 10,000円 師派遣規程」によ

る

講師派遣報酬 (

R2.12.15 10,000円 師派遣規程」によ

る

R3.2.24 10,000円
講演謝金 (「講師派

による)

R3.3.2 10,000円
講演謝金 (

遣規程」による



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上で る の に る 並びにその寄附金の額及

5 給与の に関する [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

氏 名 寄  附  金 額 受 領 年 月 日

200,000円 R2.12.24

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

6人 19,303,414円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び7
にその実施 日

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

な し
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 チェック欄

√
3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費i勧く明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

(注 1)

0主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1『役員の状況」から転配してくださしヽ

③及麒〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

イ

コ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

役員数

(②÷③ (④÷③

① ② ③ ④ ⑤

区 分

③
令和 2年 4月 1日 ^玲和 3年

3月 31日 17人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

ItUt

lrrlr\i

l｀』にい l｀」ヒセヽ

しヽ えヽ

はい

いいえいいえ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初ヨ∋

∝重1申0
・ 認定基準等チェック表 (第 31口):ま、法第55条第1項に基づく書類 (役員輌日碗層目甲提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類(役員細酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

匝コ

はい はい

いいえ

はい

いいえ

|｀』にい

いいえ

はい

いいえ

lttu t

L \L \i.いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

回ヨ

いいえ

はい

いいえ

Itl,r

u \t, \.*_

はい

いいえ

はい はい

いいえ

はい

いいえいいえ

項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有・国 有 。無 有・無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無

第3表 (次葉)

健憲申Q
認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第馬条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:密E)|こ記載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

エ

記 載 要 領 注 意 事 項
項    目

区分欄の「0～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、口①」、「②リ

及び「④」の各欄に該当する人数を転記しま‐
九

イの各欄

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝:D第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と
'動

ロ の よ に記載し

① 「会計について猛 計士又は監査

法人の監査を受けている」の [はレ≧L
に「⊆L上上盪全旦菫望褻理彊藝壺s

② 嚇網嗜春の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

した場合にこ菫L壼狙壁重墜盈2」因園聾

菫塾:2」墜塑:堕__を i垂:壺こl`]至:生』」
=ど

:⊆.≦_1:塾 :ニ

しヽ

付してくた]さし、

じて行っている」d) fltv\r lc. l'91

該当する一方を「○」で囲みます。

なぉ、「④」から「①」について|よ イに記載する各期

間 (「③」から「①」)を示したものです。

口の各欄

n1)ffi

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」にっいては、イに記載する各期

間 (「④」から を示した

二の各欄

| ○ 二において、「費途が明らかでなしヽもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を1確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当‐然に「費〕′勧 明`らかでないもの」があることになり、認1定を受けることはできませ・ん。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

平成 30年 5月

26日 就任

法人名 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

17人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役  員  数

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

就任・退任
① ◎ ① 扁Iヨ③ ⑤ ◎

職名 続柄等住  所氏  名

○

○

○

平成 15年 3月

12日 就任

平成 30年 5月

26日 就任

平成 22年 5月

29日 就任

令和 2年 5月 30

日就任

令和 2年 5月 30

日就任

〇

　

一
　

〇

理事

理事

理事

理事

理事

湯本 浩之

阿部 秀樹

阿部 員理子

片岡 麻里

小島 文乃

○

二
　

〇

理事

理事

理事

○

○

平成 30年 5月

26日 就任

平成 30年 5月

26日 就任

平成 18年 5月

27日 就任

24年 5月

26日 就任

平成 30年 5月

26日 就任

○

理事

近藤 牧子

坂口 和隆

佐藤 友紀

田中 治彦

前嶋 葵

○
松倉 紗野香 ロヨ



三宅 隆史 理事 令和 2年 5月 30

日就任

三輸 敦子

○

○

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類):=記載した事

項について、添付を省略することができます。

理事

理事

理事

本山 明

中村 絵乃

理事

○

○

○

○

○

○

○

日

日

31日 就任

20年 5月

日

28年 5月

平成 28年 5月

28日 :就任

平成 28年 5月

28口 :就任

平成 15年 3月

12日 就任

平成 18年 5月

27日 就任

平成 26年 5月

30日 就任/令
和 2年 5月 30

平成 15年 3月

12日 就任/令
和 2年 5月 30

28日 就任/令
和 2年 5月 30

理事

理事

監事

監事

上條 直美

宇井 志緒利

岩崎 裕保

山崎 唯司

一井一榎 縁



法人名 特定非営禾1囁i動法人 開発教育協会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期

総勘定元眼
会計ソフト (金ⅨЮ)使用

ルーズリーフ
都度

仕訳日詞帳
会計ソフト 仕駅Ю)使用

ルーズリーフ
都度

現金出納限
表計算ソフト (eЮの 使用

ルーズリーフ
都度

預金出納帳
会計ソフト (hee)使用

ルーズリーフ
都度

棚卸資産台帳
表計算ソフト (錬∞D使用

ルーズリーフ
月 1回

保存期間

7年

7年

7年

7年

7年

賃金台帳
人事労務ソフト鮨∞e)使用

ルーズリーフ
月 1回 7年

入金伝票

出金伝票

振替伝票

単票

ルーズリーフ
都度 7年

書式第 9号・ (法第 44条・51条・58条関係 )

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載要領D

・ 「伝票又は幌購名」欄は、例えば『入金伝頭日、「出枷 、「振替伝票」、:観金出納岨し、「総勘定元根」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態』欄は、「単票」、ウレーズリーフ」、「装T根簿」などのように配載します。

・ r記帳の時期」:口は、晴醸キ」、「毎日」、「―週間ごと」のように配載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員常日樹閣聾剛提出書類):=配載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



チェック欄法人名

√
4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

人と当法人との間の資産の譲渡等に関

① 申訂事毒

有・ 無有 。無

有 。無有 ・ 無

有 ・ 無 有 。無
特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有。□

① ◎⑮ ◎日
日 ④

有

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ 有。□

項

有 。無

有 。無 有・ 無有・ 無 有・ 無

有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無

有・ 無 有 ・ 無有 。無 有 ・ 無

に反対する活動

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動

項 目 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申調事キ

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

有・□ 有・無 有 。無 有・無 有。無 有。無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が力配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別σ湘|1溢の供与の有無

有。国 有・無 有 。無 有。無 有。無 有。無 有・無

有。国 有。無 有。無 有。無 有。無 有 。無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 有・□ 有 。無 有。無 有。無 有・無 有。無 有。無

書式第 10号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表 (第 4表)

∝菫1中D
・ 『認定基準等チエツク表 (第 4表)」 Iよ 法第5条第1項に基づく書類

及び添付する必要があります。その場合、『認定基準等チェック表 第4表

圃 剌

(役員報酬観程等提出書類)の提出時においても記載

(次葉)』 0'吸.び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつては、法第関条第 1項に基づく書類 (役員囀□憫層雲割提出書E)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



チェック欄法人名

ご
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

を記載した書類′ヽ

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ 同  意

の事務所において閲覧させることに同意する。
□ しない

※固覧に関す・る郷瞑:1(‖ノ」見風D 等がある騎 aよ そC珈唄:」 網メ嚇興D等を添付してくださセヽ

イ

ロ

① 事業報告書等 停喋報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:謝∋

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又団職員給1与の支給に関
.す
る;昴程

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員(楯即諸若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び伎途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

ホ

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

医五
=日

ェック (第 5表)

認定基準等チエツク表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員幸興職朗購闘‖是出■臓D
があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たって:よ 添付の必要はありません。

の提出時に記載及び添付する必要



書式第14号 (法第44条・51条・58条段蓄系)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人 開発教育協会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

曰 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し チェック相

ていること

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

∝菫申D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員輛□糠閉聾事提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第81D

は、配載する1必要はありません。

っては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ④ ◎ ①

有 ・ 無 有 征 有 ・ 無 有 ・ 無 有 任 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

√

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第7:DIは、法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出1日D 回ヨロ互固コ

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 有 征 有 毎 有 鉦 有 ・ 無 有 」コE 有 ・ 無

55条1第 1項に基づく書類 (役員報酬規澤嘲日州HD:こ配載した1事項について、1改めて配載する必要はありませ
.ん
。



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営禾1雌置1法人 開発教育協会

次のし

チェック欄

√は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取

た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等餞2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人

から3

次のいずれかに該当する法人

暴力団

５

６

イ
・
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のう ずヽれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特顔庸:定特定非営利活動法人が特顔厠1定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定非営稲 動法人又は当該特例認定特定非営利潤 法人のその業務を行う理事であった者でそ
有。□

の取消しの日から5 しない者の有無

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から
有

5年を経過しなし

特定非首利籠馴題饉法若しくは暴力団員による不当行為防止法に敵 したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有
戸]

1出 |

有 ・

，
“

日から しない法人 はい 。 ヽ

ｎ
６ している法人 は い

。 ヽ

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされてセ

しない法人

るヽもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過
はい 。/\l/\i

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記4に係う國整菫壁理壁壺型塑!壁E睦量:生:上型l塵延盟ヨi

添付

Eヨ (注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)

しヽはい 。
5 国税に係る:重熙算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 はい。「T現

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 出 ・ヽ面 i頑


